
青森県観光おもてなし・サービス向上業務に係る企画提案募集要項 

 

この要項は、「青森県観光おもてなし・サービス向上業務」を実施するに当たり、企画提

案を広く募集し、審査により受託者を選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務目的 

本業務は、観光サービス事業者を対象に生産性の向上を重視した講座を開催するとと

もに、県内のモデル地域の宿泊施設等においてサービス向上に向けた調査分析を行い、

観光産業の生産性とサービス水準の向上を図り、本県の観光振興に資することを目的と

する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名 

青森県観光おもてなし・サービス向上業務 

（２）業務内容 

業務説明書のとおり 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から平成３０年３月３１日まで 

 

４ 委託経費の上限額 

６，７８１，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

５ 参加資格 

企画提案に参加する者は、次に掲げる要件を全て満たすこと。 

（１）国内に本店、支店又は営業所等を有する事業者であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に規定する者に該当

しないものであること。 

（３）青森県財務規則（昭和３９年３月青森県規則第１０号）第１２８条の規定による一

般競争入札に参加できない者でないこと。 

（４）公募開始日の前日から過去３年以内に国又は地方公共団体が発注した類似業務の実

績を１件以上有すること。 

 

６ 参加表明 

（１）表明方法 

参加を希望する者は、「参加表明書」（様式１）を作成し、下記の書類を添えて、   

「13 書類提出先・質問先」へ、郵送又は持参により提出すること。 

① 法人等の概要、組織図、役員名簿 

② 定款又はこれに代わるもの（規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を定め

た書類等）の写し 



③ 平成２８年度事業報告書及び収支決算（見込）書（ただし、決算期が３月以外で

ある等の理由により、平成２８年度のものがない場合は、最新のもの） 

（２）提出期限 

平成２９年６月１６日（金）正午（必着） 

 

７ 質問及び回答について 

（１）質問方法 

質問がある場合には、質問書（様式２）に必要事項を記入し、「13 書類提出先・質

問先」へ電子メールにより提出すること。 

（２）提出期限 

平成２９年６月１６日（金）正午（必着） 

（３）質問に対する回答 

寄せられた質問及び回答は、全ての分を取りまとめて参加表明書を提出した者全員

に平成２９年６月２０日（火）までに電子メールにより送付する（受信後は、必ず受

信した旨のメールを返信すること。）。 

 

８ 企画提案書等 

（１）提出書類 

提出書類は以下のとおりとする。なお、①及び②の書類は、７部（正本１部、副本

６部）を提出すること。 

①企画提案書（Ａ４片面印刷。別紙「青森県観光おもてなし・サービス向上業務に係

るプレゼンテーション審査基準（以下「審査基準」という。）」に記載された評価項

目順に提案項目を設定し、ページ番号を付したものを作成し提出すること（様式任

意）） 

②経費見積書（総額及び内訳を記載すること。総額は消費税込みの額とすること。） 

③「５ 参加資格」（４）の実績を証する書類等の写し（国や地方公共団体等との契約

書の写し等） 

（２）提出期限 

平成２９年６月２６日（月）正午（必着） 

（３）提出場所及び提出方法 

「６ 参加表明」に同じ。 

  



９ 審査 

（１）審査の方法 

審査基準に基づくプレゼンテーション審査を行い、最優秀提案者を選定する。 

（２）プレゼンテーション審査 

①実施日 

平成２９年６月２９日（木）  

※１ 開始時間は後日連絡。 

 ２ 応募者多数等の場合は、あらかじめ参加者に連絡の上、予備日（３０日（金））

に審査を行う場合がある。 

②実施場所 

青森県庁内会議室 ※具体の場所については後日連絡。 

③実施方法 

「８ 企画提案書等」（１）に掲げる提出書類の「①企画提案書」及び「②経費見積

書」の説明並びに審査委員からの質疑応答により行う。プロジェクター等の使用や追

加資料による説明は認めない。 

（３）審査結果の通知 

審査結果は、全ての提案者に文書により通知する。 

 

10 契約手続 

審査委員会が選定した最優秀提案者は、随意契約の相手方となり、契約の協議が整い

次第、見積書を徴取する。 

 

11 その他留意事項 

（１）企画提案に要する経費は、全て提案者の負担とする。 

（２）使用言語は日本語とする。 

（３）提出された企画提案書等は返却しない。 

（４）委託業務の実施に当たっては、委託契約書及び仕様書に従うとともに、関係法令を

遵守すること。 

（５）委託業務を履行するに当たり、個人情報を取り扱う場合には、青森県個人情報保護

条例（平成１０年１２月２４日青森県条例第５７号）を遵守し、適切に管理すること。 

（６）その他、契約書及び仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、別途協

議して定める。 

 

12 スケジュール 

平成２９年６月１６日（金）正午 参加表明書等提出期限、質問書提出期限 

２０日（火）   質問書回答送付 

２６日（月）正午 企画提案書等提出期限 

２７日（火）   審査時間通知 

２９日（木）   プレゼンテーション審査 

３０日（金）   （審査予備日） 



13 書類提出先・質問先 

青森県観光国際戦略局観光企画課 企画戦略グループ 

〒０３０－８５７０ 青森県青森市長島１－１－１ 青森県庁舎 西棟４階 

電話 ０１７－７３４－９３８５ 

FAX ０１７－７３４－８１２１ 

電子メール kanko@pref.aomori.lg.jp 

  



（様式１） 

年   月   日 

 

青森県知事  殿 

 

                    住 所 

                    名 称 

                    代表者名               ○印  

 

参加表明書 
 

青森県観光おもてなし・サービス向上業務に係る企画提案公募に参加したいので、下記

のとおり申し込みます。 

 

商号又は名称  

設立年月日   年   月   日 

本社所在地 〒 

資本金 千円 

売上高 千円 

従業員数 人 

営業拠点  

連絡先 

担当者 部署・氏名 

電話番号 

FAX番号 

電子メール 

Website http:// 

主な事業内容  

添付書類 

１ 法人等の概要、組織図、役員名簿 

２ 定款又はこれに代わるもの（規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を定めた

書類等）の写し 

３ 平成２８年度事業報告書及び収支決算（見込）書 

  



（様式２） 

年  月  日 

 

青森県知事  殿 

 

                    住 所 

                    名 称 

                    代表者名 

 

 

質問書 
 

青森県観光おもてなし・サービス向上業務に係る企画提案公募について、次の項目を質

問します。 

 

 質問事項 

１  

２  

３  

４  

５  

 


